
貸与奨学金の継続手続きは、学業を続けていくために奨学金が継続して必要か否かを
あなたが自身が判断し、「継続願」を提出することで行います。返還義務を十分自覚した
上で行ってください。

提出期限

2025年12月16日(火) ～ 2026年1月22(木) 【期限厳守】
※午前１時～午前８時の時間は入力できません。
※今年度から年末年始（１２月２９日～１月３日）も入力可能となりました。

※期限までに継続願が提出されなければ４月以降の奨学金が打ち切られます。

①奨学金の辞退を希望する場合も継続願でその旨の提出が必要です。
②複数の奨学金の貸与を受けている場合は、奨学金番号ごとに提出が必要です。

「準備用紙」を入手し、必要事項を記入・作成する。

STEP1で作成した準備用紙を参照し、スカラネット・パーソナルから
「継続願」を入力・提出する。

貸与
奨学生必須貸与奨学金「継続願」提出マニュアル

STEP1

STEP２

注意

「継続願」提出手順

不明な点は学生生活課奨学係（共通教育棟B棟1階）まで
TEL：0857-31-5059
E-Mail： st-syougaku@ml.adm.tottori-u.ac.jp

※詳細は次ページ以降を確認してください。



「準備用紙」を入手し、必要事項を記入・作成する。
（必要に応じて収入に関する証明書等を準備する。）

「準備用紙」は大学HPからダウンロードし印刷するか、奨学係窓口（米子地区は学生係窓口）で配布していますの
で受け取ってください。

貸与奨学金【学部用】 貸与奨学金【大学院用】

内容を熟読の上、必要事項を記入してください。
記入できたら STEP２に進み、ここで記入した内容をスカラネット・パーソナルで入力してください。

STEP1

※学部用と大学院用で様式が異なるので該当するものを入手してください。



ユーザＩＤとパスワード
を⼊⼒し、ログインボタンを押す。

奨学⽣番号を⼊⼒し、
「次へ」ボタンを押す。

STEP1で作成した準備用紙を参照し、スカラネット・パーソナルから「継続
願」を入力・提出する。

※スカラネット・パーソナルのログインには初期登録が必要です。未登録の方は「新規
登録」から初期登録をしてください。

STEP２

ログイン

※奨学生番号は、奨学生証または学務支援シ
ステム（学生カルテ）の「奨学金情報」タブから
確認できます。

【スカラネットパーソナルログイン】
JASSOホームページホーム＞奨学金＞その他お役立ち＞スカラネットパーソナル
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/sukara_ps/index.html

※ユーザID・パスワードは初期登録時に作成する
ものであり、各個人で異なります。
忘れた場合は再作成してください。



奨学⾦継続願提出 タブを押す。

奨学⽣番号をクリック ＯＫ をクリック

※第一種、第二種奨学金の貸与を受けている場合は、それぞれの奨学生番号ごとに提出が必要です！



入力したその日を入力

氏名・生年月日を入力
後､送信ボタンを押す。

誓約



継続希望の確認

個人情報を
確認する

奨学金の辞退を希望する場合は、「継続を希望しません」を選択してください。
※ 「継続を希望しません」を選択した場合、３月の振込をもって奨学金が終了となります。

「辞退」を希望する方は「継続を希望しません」を選択してください。

奨学金を継続するか
しないかを選択する



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

自身の住所に変更がある場合、
「はい」を選択の上、「住所
を変更する」を押し、変更後
の情報を入力してください。

返還誓約書情報の確認



返還の義務の確認

「～自覚していない」
「～理解していない」

を選択すると次の画面に
進めません！



経済状況の確認

該当するものを選択してくだ
さい。



１）家庭からの給付・・・家族が自分の代わりに支払っている家賃・授業料
なども含めて計算

２）機構の奨学金・・・自動的に計算され、表示されるので入力の必要なし

３）アルバイト等収入・・・この期間内に受け取った給与等を入力

４）その他・・・支出で足りない分など調整する（貯蓄、教育ローンのほか、
JASSO給付奨学金など）

収入・支出状況の確認

１年生は、入学時（４月）から１１
月までの収入を入力してください

※大学院生は若干設問が異なります。

１）学費・・・授業料など（１年生が入学前に支払ったものも含む）

※授業料は年額53万円で計算してください。（ただし授業料減免を受けている場合は、減免後の金額）

２）修学費・・・教科書代・サークル費・通学費など

３）家賃・・・自宅外生の場合のみ入力

４）食費・・・自宅外生の場合は自炊・外食も含めた額、自宅生の場合は外食費用

５）光熱水料通信費・・・携帯電話・ＰＣのプロバイダ等の通信費

６）その他・・・医療費（自分）・娯楽費など ※入学料はここに含む

７）保証料・・・機関保証を選択した者のみ、自動的に表示される

・１万円未満は切り捨て
・分類に迷うものは最も近いと思われる項目でOK
・「支出」が「収入」以上（赤字）の場合、先に進めませんので注意してください。

収入

支出

※「支出」に対して「収入」が著しく多い場合は、現在の貸与月額が本当に必要かどうか、
今一度ご検討ください。減額希望の方は奨学係（学生係）に申し出てください。



あなたの家庭の状況に大きな変化がない場合は、
奨学金申込時に記載した「家庭の事情」と
同じような内容を入力

経済状況の説明

学生生活の説明

学生生活の状況について記入

・現在は学業が忙しく課外活動等に参加出来ていませんが、
時間があれば参加したいと考えています。

・授業が終わったあと、図書館で予習や復習、興味のある文献の
調査などをしていました。

・興味のある研究室を訪問し、先生や先輩に話を聞いていました。

・実家の家業を手伝い家族の生活を助けている。



学修の状況

該当するものを選択してください

アンケート

アンケートに回答し、「次へ」 ボタンを押す



訂正する場合は、「内容を訂正する」ボタンをクリック

入力内容の確認

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

入力内容の一覧を確認し、送信ボタンを押す。



この画面が表示されれば、継続願の提出は完了です。
受付番号を控えておいてください。

※提出後でも、令和８年２月２８日（土）までは訂正が可能です。訂正する場合は、
改めてスカラネットPSにログインして該当項目を訂正してください。
（期限を過ぎた場合は奨学係まで申し出てください。）

継続願提出後、学業等の状況をもとに「適格認定」を行います。学業不振等の場合には、奨学金
が打ち切りや停止となりますので、奨学生としての自覚と責任を持ち勉学に励んでください。

適格認定の結果、廃止・停止・警告の処置対象となった方にのみ、４月以降、学務支援システム
掲示板等でお知らせします。（継続となった方への通知は行いません。）

※警告、継続となった方の令和８年度初回振込日は４月２１日（予定）です。
鳥取大学
学生生活課奨学係

提出完了後の表示画面

「適格認定」の詳細は準備用紙を確認してください。



 

 

 
 
※米子地区の学生は、奨学係を学務課学生係と読み替えてください。 

１．スカラネット・パーソナル、ログインについて 

Q１．スカラネット・パーソナルとは？ 

Ａ．「継続願」を提出するために登録が必要なシステムです。「スカラネット・パーソナル」に新規登録を行いロ

グインして提出してください。奨学金申請時の「スカラネット」とは異なりますので、ご注意ください。 

【参照】日本学生支援機構HP 奨学金＞その他お役立ち情報＞スカラネット・パーソナル 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/sukara_ps/index.html 

Q２．スカラネット・パーソナルのログインID・PWがわからない。 

Ａ．ログインID・PWは初期登録時に各自が作成した固有のものです。忘れた場合は、スカラネット・パーソナ

ルログインページの「ユーザID・パスワードを忘れた場合」から再作成をしてください。 

Q３．奨学生番号がわからない。 

Ａ．奨学生番号は、採用時に交付された「奨学生証」に記載されています。また、学務支援システムの学生情報

（学生カルテ：奨学金情報）においても確認できます。 

２．継続願全般について 

Q４．一種奨学金と二種奨学金を併せて受けている場合「継続願」の提出はどうすればよいか。 

Ａ．奨学生番号ごとに提出が必要です。第一種奨学金、第二種奨学金のそれぞれで提出してください。 

Q５．4月以降休学、もしくは、３月末で「退学」予定だが、「継続願」の提出は必要か。 

Ａ．いずれの場合も提出が必要です。「項目Ｄ－奨学金振込みの継続の確認」で、「休学」の場合は「奨学金の継

続を希望します」を、「退学」の場合は「奨学金の継続を希望しません」を選択して下さい。（「休学」、「退学」

をする場合は、別途「異動願」の提出が必要ですので、奨学係窓口までお越しください。） 

Q６．奨学金の継続を希望しない場合は、「継続願」を提出しなくてもよいか。 

Ａ．奨学金の継続を希望しない場合でも、「継続願」の提出が必要です。必ず期限までに提出してください。提

出の際は、「項目Ｄ－奨学金振込みの継続の確認」で「奨学金の継続を希望しません」を選択して下さい。こ

れで奨学金は「辞退」となり、3月で貸与が終了します。 

３．返還誓約書情報について 

Q７．「連帯保証人・保証人」、「本人以外の連絡先」の住所または電話番号・勤務先が異なっている。 

Ａ．「連帯保証人・保証人」の住民票住所または「本人以外の連絡先」の現住所に変更があった場合は、奨学係

窓口に申し出てください。電話番号、勤務先に変更があった場合は、貸与中の変更手続きは不要ですので、貸

与終了後にスカラネット・パーソナルからご自身で変更してください。 

４．経済状況について  

Q８．今年度後期分授業料減免申請中(継続含む)の場合、学費はいくらで計上すればよいか。 

Ａ．前年度後期分と今年度前期分の免除後の授業料を合算して計上してください。 

Q９．留学、急な出費等に備えて貯蓄しているが、どの項目に計上すべきか。 

Ａ．収入の一部を貯蓄としている場合は、収入と支出の差額が多くならないように、その使途に応じて支出の項

目にも計上してください。（例：留学費用→学費、急な出費→その他） 

５．その他  

Q10．「奨学金継続願」の提出後、入力内容に誤りがあることに気がついたが、どうしたらいいか。 

Ａ．提出後でも、2月下旬までは自身で訂正可能です。改めてスカラネット・パーソナルにログインして該当項

目を訂正してください。訂正できない場合は、速やかに奨学係へ申し出て下さい。 

 

 

継続願提出に関するＱ＆Ａ 


